
Ⅷ 提出書類・記入要領について
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1 ご利用に必要な提出書類

ご利用にあたり、以下の必要書類のご提出をお願いします。

１．全団体（宿泊・日帰り問わず）共通

01. 活動日程表 【ご利用２ヶ月前〆切】
03 アレルギー調査票 【ご利用１ヵ月前〆切】
04 利用者一覧 【当日持参も可能】

２．レストランでの食事、野外調理、お弁当の発注がある場合
クラフト活動、キャンプファイヤー、キャンドルのつどいを行う場合

上記１．に加えて
02 食事・教材注文票 【ご利用２ヶ月前〆切】

３．人数、食事数、教材数、活動内容などの変更が生じた場合

上記１．2に変更が生じた場合
00 変更届 【変更が生じる毎】

４．登山を行う場合

上記１．に加えて
05 登山計画書 【ご利用２ヶ月前〆切】

: aso-suishin@niye.go.jp
:
:FAX 0967-22-0814

Mail
国立阿蘇青少年交流の家 事業推進係

国立阿蘇青少年交流の家 ご利用に必要な提出書類
2024/03/01改訂

※ FAXは文字が潰れて読めないことが多いため、
可能な限りメール添付で提出ください。

※ 各書類は提出日を必ず記入してください。

お問い合わせ・提出先

TEL 0967-22-0813



変更届
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2 記入例



活動日程表
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2 記入例



食事・教材注文票
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2 記入例



アレルギー調査票
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「除去食」：メニューの一部食材のみ外すこと　「代替食」：メニュー内容をアレルゲンがないメニューに変更すること

◆お申込みから対応までの流れ

　※不明な点がある場合は、引率者様へご連絡いたします。基本的に栄養士からアレルギー該当者へ直接のご連絡はしておりません。

対応確定後、引率者様へアレルギー食内容をお送りいたします。

食物アレルギーの対応について　　
～引率者の方へ～

食物アレルギーをお持ちのご利用者様には、出来る範囲での対応をさせて頂きま
す。以下の点については、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

◆基本的な対応方法

Ⓐ持ち込み対応 ご利用者様で持参していただく

Ⓑ個別対応 依頼のあったメニュー・食材のみ変更し、除去または代替で提供する

Ⓒ特に対応無し 通常メニューが食べられる

※　アナフィラキシー、コンタミネーション等についての問いで、「はい」の回答がある場合には、当社の規定により、お

食事提供等対応できかねます。恐れ入りますが、必ず「Ⓐ持ち込み対応」をご選択ください。

①利用団体の引率者様から
「アレルギー調査票」を施設
へ提出していただきます。提
出期限：ご利用の1か月前

⑥いただいた書類を栄養士が確認し、献
立作成を行います。③食物アレルギー該当者あり

の場合、「資料①：食物アレ
ルギー個別確認票」とご利用
期間中の「資料②：食事原材
料表」を送付します。

⑤「資料①：食物アレルギー個別確
認票」と「資料②：食事原材料表」
に記入してください

④食物アレルギー該当者に
「資料①：食物アレルギー個
別確認票」と「資料②食事原
材料表」を配布してください

※コンタミネーションとは、提供食材にはアレルゲンが入っていなくても、調理器具などにアレルゲンが付着しており、意
図せず「異物混入」をしている状況をいいます。

学校・団体の引率者様

阿蘇青少年交流の家

食堂

（栄養士）

学校・団体の引率者様

食物アレルギーご本人様・

保護者様

①

②

③

④ ⑤

⑥

2 記入例
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登山計画書
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2 記入例
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3 様式
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3 様式
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3 様式
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3 様式
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3 様式
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3 様式
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3 様式
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